
 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

島根県農業協同組合 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者(以下「方針参加農業者」という)の生

産数量目標については、島根県の農業振興方針に基づき、島根県内の各地域農業再生協議

会での議論に基づき提供される生産調整方針作成者別の生産数量目標（需要量に関する情

報）及び自らの販売戦略等に基づき、各地域農業再生協議会で設定された地域毎の農業者

への配分の一般ルールに則して設定する。 

詳細については、３において添付する、各地区本部が各地域農業再生協議会と連携して

作成した「米穀の生産調整に関する方針」による。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米穀の生産調整の方針 

島根県内各地域水田農業ビジョン等に定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現する

ため、各地区本部と各地域農業再生協議会での議論に基づき取り組むこととする。 

詳細については、３において添付する、各地区本部が各地域農業再生協議会と連携し

て作成した「米穀の生産調整に関する方針」による。 

 

② 豊作により過剰米が発生した場合の対応方針 

豊作により過剰米が発生した場合、その過剰分について、出来秋の段階において、速

やかに方針参加農業者に対して伝達するとともに、市場からの隔離を行い、集荷円滑化

対策を活用して、適切な過剰米対策を実施する。 

 

ア 集荷円滑化対策に係る拠出金の徴収 

方針参加農業者から集荷円滑化対策への加入申請があった場合、米穀安定供給確保

支援機構（以下、「機構」という。）において定められる拠出単価×生産者毎の主食用

水稲作付面積で求められる金額を方針参加農業者から徴収する。 

 

イ 過剰米が発生した場合の対応方法 

ⅰ 豊作による過剰米は、農林水産省が公表する 10月 25日現在の作柄表示地帯別作

況指数、主食用等水稲作付面積、過剰米算定単収により方針参加農業者毎に数量を

特定し、通知する（出荷がその公表以前の場合、９月 25日現在の作柄表示地帯別作

況指数等の情報により仮置きする）。 

ⅱ 必要に応じて、農業者間等において、処理すべき過剰数量を調整する。 

ⅲ 生産者から出荷された米穀のうち、ⅰで算出した豊作による過剰米（ⅱの調整後

の数量）については、集荷円滑化対策の融資単価等を踏まえ、民間流通米とは別に

価格を設定し、民間流通米とは区分して保管する。 



 
 

ⅳ 出来秋の段階で区分保管した豊作による過剰米については、豊作となった時点に

おける需給状況等を踏まえ、以下の対応方法の中から適切な対応を行うこととす

る。 

ａ 区分保管分を翌年の農業者別生産数量目標から減少させた上で、その需要に対し

て、翌年の出来秋以降に古米として販売 

ｂ 配合飼料用、新規加工用（米粉用等）、その他新規用途向けとして販売 

ｃ 機構に対して、融資の返済として米を引渡し 

 

ウ 区分保管する場合の米の保管方法 

区分出荷された米穀については、島根県農業協同組合管内の農業倉庫（低温設備あ

り）において保管することとし、その具体的な保管場所及び保管方法が確定しだい、

中国四国農政局長に対して報告する。イのⅳにおいて、ａ又はｃの対応とする場合

は、低温保管を実施する。 

 

３ 添付資料 

各地区本部における米穀の生産調整方針 

作成地区本部 参画する地域協議会名等 備 考 

くにびき地区本部 松江地域農業再生協議会  

やすぎ地区本部 安来地域農業再生協議会  

雲南地区本部 奥出雲町地域農業再生協議会 

雲南市農業再生協議会 

飯南町地域農業再生協議会 

 

隠岐地区本部 隠岐の島町地域農業再生協議会  

隠岐どうぜん地区本部 島前地域農業再生協議会  

出雲地区本部 出雲市農業再生協議会  

斐川地区本部 斐川町地域農業再生協議会  

石見銀山地区本部 大田市農業再生協議会  

島根おおち地区本部 川本町地域農業再生協議会 

美郷町農業再生協議会 

邑南町農業再生協議会 

江津市農業再生協議会 

 

いわみ中央地区本部 浜田市農業再生協議会 

江津市農業再生協議会 

 

西いわみ地区本部 益田市農業再生協議会 

津和野町農業再生協議会 

吉賀町農業再生協議会 

 

  

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

くにびき地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

ア 農業者別の生産数量の目標の設定 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という）の

生産数量目標については、松江地域農業再生協議会（以下「地域協議会」という）での議

論に基づき提供される生産調整方針作成者別の米の需要量を目安及び自らの販売戦略等に

基づき、地域協議会で設定された農業者への配分ルールに則して設定する。 

イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

方針参加農業者に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。 

農業者別の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定について

は、地域協議会における議論を踏まえ、水稲共済単収により設定した配分基準単収（補正

係数等による補正を行った最終的なもの）を使用する。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、方針参加農業者のリストを作成し、

当該農業者リストに基づき農業者別に、直接通知する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

松江地域水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し、そば、大豆に

ついて需要に応じた生産振興を図り、その定着に努めることとする。 

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行うことに

適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用途向けに供給する

ことを目的にした加工用米等の生産に取り組むこととする。なお、加工用米等の生産を行

う場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

松江地域水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実効ある米

の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の生産調整方針に従

って米穀を生産する農業者、松江地域の水田を所有する農業者が一体となった取組が必要

である。 

    このため、地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の進

め方について十分議論するとともに、松江市等の関係機関においても、その実現に向け

て、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を

実施することが必要である。 

具体的には、 



 
 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

やすぎ地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

ア 農業者別の生産数量目標の設定 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、安来地域農業再生協議会（以下「地域農業再生協議会」とい

う。）での議論及び自らの販売戦略等に基づき、地域農業再生協議会で設定された農業者

への配分のルールに則して、生産数量目標を算定し、配分を行うよう設定する。 

イ 農業者別の生産数量目標の面積換算値の設定 

方針参加農業者の生産数量目標の面積換算値については、地域農業再生協議会で設定さ

れた地域の単収や水田収益力強化ビジョンや地域農業再生協議会の代表者から提供された

情報等に即して決定する。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び面積換算値の通知方法 

生産数量目標及び面積換算値の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリス

ト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者別に直

接通知することを基本とするが、ブロックローテーション等まとまりのある取組がある集

落等については、当該集落等の代表者に対して、当該集落等に係る生産数量目標及び面積

換算値の通知にとどめ、農業者への通知を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米の生産調整の方針 

ア 主食用米以外の作物等の作付方針 

水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し、大豆、飼料作

物、麦、そば、野菜、果樹等について、需要に応じた生産振興を図り、その定着に努める

こととする。 

また、加工用米及び新規需要米の生産に取り組む場合には、主食用米の需給に影響を与

えないようにする。 

イ その他、必要な事項 

水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実効ある米の

生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の生産調整方針に従っ

て米穀を生産する農業者、安来地域の水田を所有する農業者が一体となった取組が必要で

ある。 

このため、地域農業再生協議会において、地域内における整合性のとれた需要に応じた

米の生産・販売について十分議論するとともに、中国四国農政局島根県拠点、島根県、安

来市、農業共済組合等の関係機関においても、その実現に向けて、本方針参加農業者にと

どまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を実施することが必要であ

る。 

具体的には、 



 
 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域農業再生協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及

び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供  

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

雲南地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

 ア 農業者別の生産数量目標の設定 

   当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、奥出雲町・雲南市・飯南町の各地域農業再生協議会（以下

「再生協議会」という。）での議論に基づき提供される生産調整方針作成者（以下「方針

作成者」という。）別の需要量に関する情報や地域水田農業ビジョン及び自らの販売戦略

等に基づき、各再生協議会で設定された農業者への配分ルール等に則して設定する。 

 イ 農業者別の生産数量目標の面積換算値の設定 

   方針参加農業者の生産数量目標の面積換算値については、各再生協議会で設定された配

分ルールや地域水田農業ビジョン等に則して、各再生協議会の代表者から提供された需要

量に関する情報の面積換算値の範囲内で決定する。 

 ウ 農業者別の生産数量目標及び面積換算値の通知方法 

   生産数量目標及び面積換算値の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリス

ト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者別に直

接、方針作成者及び再生協議会の代表者名で通知（連名での通知）することを基本とする

が、ブロックローテーション等まとまりのある取組がある集落等については、当該集落等

の代表者に対して、当該集落等に係る生産数量目標及び面積換算値の通知にとどめ、農業

者への通知を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

 ア 水稲以外の作物等の作付け方針 

   奥出雲町・雲南市・飯南町の各地域水田農業ビジョン等に定めた地域特性に応じた作物

戦略に則し、大豆、飼料作物、そば、野菜、果樹等について、需要に応じた生産振興を図

り、その定着に努めることとする。 

 イ 加工用米・新規需要米の生産方針 

   土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産には適さず、水稲の生産を行うことに適して

いる場合は、加工用米及び新規需要米（以下「加工用米等」という。）の生産に取り組む

こととする。なお、加工用米等の生産を行う場合は、主食用米の需要に影響を与えないよ

うにする。 

 ウ その他、必要な事項 

   奥出雲町・雲南市・飯南町の各地域水田農業ビジョン等に定めた地域の特性に応じた作

物戦略を実現し、実効ある米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけでは

なく、他の生産調整方針に従って米穀を生産する農業者、各地域の水田を所有する農業者

が一体となった取組が必要である。 



 
 

   このため、各再生協議会において、地域内における整合性のとれた需要に応じた米の生

産・販売について十分議論するとともに、各関係機関においても、その実現に向けて、本

方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を実施す

ることが必要である。 

   具体的には、 

  ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

  ⅱ 再生協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

  ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

隠岐地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

ア 農業者別の生産数量目標の設定方法 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、隠岐の島町地域農業再生協議会（以下「地域農業再生協議

会」という。）での議論に基づき提供される生産調整方針作成者（以下、「方針作成者」と

いう。）別の需要量に関する情報及び自らの販売戦略に基づき、地域農業再生協議会で設

定された農業者への配分の一般ルールに則して設定する。 

イ 農業者別の生産数量目標の面積換算方法の設定 

方針参加農業者に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。 

農業者別の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定について

は、地域農業再生協議会における議論を踏まえ、隠岐の島町が設定する配分基準単収（補

正係数等による補正を行なった最終的なもの）を使用する。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び作付け面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリ

スト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者別

に、直接、方針作成者の代表者名で通知することを基本とするが、隠岐の島町内の各地区

に設置している地区協議会の代表者を通じて、当該集落等の代表者に対し通知する場合

は、当該地区協議会に係る生産数量目標及び面積換算値の通知にとどめ、農業者への通知

を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付け方針 

地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即

し白小豆、そば、野菜（地産地消）、花卉について需要に応じた生産振興を図り、その定

着に努めることとする。 

なお、地域の気象・土壌等の条件が適さず、実需者からの評価が低い作物については、

上記作物への転換を図ることとする。 

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行なうには適さず、水稲の生産を行うこと

に適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用途向けに提供す

ることを目的とした加工用米等の生産に取り組むこととする。なお、加工用米等の生産を

行う場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実

現し、実効ある米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の



 
 

生産調整方針に従って米穀を生産する農業者、各地域の水田を所有する農業者が一体とな

った取組が必要である。 

このため、地域農業再生協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造

改革の進め方について十分議論するとともに、隠岐の島町等の関係機関においても、その

実現に向けて、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言

及び指導を実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域農業再生協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及

び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

隠岐どうぜん地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

ア 農業者別の生産数量目標の設定 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、島前地域農業再生協議会（以下「地域協議会」という。）で

の議論に基づき提供される生産調整方針作成者（以下「方針作成者」という。）別の需要

量に関する情報及び自らの販売戦略等に基づき、地域協議会で設定された農業者への配分

の一般ルールに則して、設定する。 

イ 農業者別の生産数量目標の面積換算値の設定 

方針参加農業者の生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。 

農業者別の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定について

は、地域協議会における議論を踏まえ、３町村が設定する配分基準単収（補正係数等によ

る補正を行なった最終的なもの）を使用する。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び面積換算値の通知方法 

生産数量目標及び面積換算値の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリス

ト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者別に直

接、方針作成者の代表者名で通知することを基本とするが、ブロックローテーション等ま

とまりのある取組がある集落等については、当該集落等の代表者に対して、当該集落等に

係る生産数量目標及び面積換算値の通知にとどめ、農業者への通知を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

隠岐島前地域水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し、飼料作

物、大豆、そば、その他地域振興作物について、需要に応じた生産振興を図り、その定着

を図ることとする。 

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行なうには適さず、水稲の生産を行うこと

に適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用途向けに供給す

ることを目的とした加工用米等の生産に取り組むこととする。なお、加工用米等の生産を

行う場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

隠岐島前地域水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実効あ

る米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の生産調整方針

に従って米穀を生産する農業者、隠岐島前地域の水田を所有する農業者が一体となった取

組が必要である。 



 
 

このため、地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の進

め方について十分議論するとともに、町村、農業共済等の関係機関においてもその実現に

向けて、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指

導を実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

出雲地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目安の設定方針 

ア 農業者別の生産数量目安の設定方法 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下、「方針参加農業者」という。）

の生産数量目安については、出雲市農業再生協議会における検討を踏まえ、島根県農業再

生協議会から示される基準単収を基に生産数量目安を設定する。 

その場合、各地域で設定された担い手に対しては、米の生産数量目安の上乗せ配分を行

うこととする。また、所有する水田面積が 10a以下の飯米農家に対しては全面積を、10a

を超える農業者にあっても、最低 10a以下の目安量を配分することとする。 

イ 農業者別の作付目安面積の設定方法 

方針参加農業者に対しては、米の生産数量目安とあわせてその作付目安面積を設定す

る。 

農業者別の生産数量目安を面積に換算する場合の基準単収は、島根県農業再生協議会か

ら示される数値とする。目安面積の設定については、中山間地に一定の配慮を行うことと

する。 

なお、従来の特別調整水稲カウントに該当する栽培方法（直播栽培・有機栽培）を実施

する場合にあっては、基準単収に減収率（直播栽培は 15％、有機栽培は 20％）を減じた

ものをその該当圃場の基準単収とする。 

ウ 農業者別の通知の方法 

生産数量目安等の通知については、農業者別を基本とするが、集落営農組織等の代表者に

対しては、当該集落等に係る生産数量目安等の通知にとどめ、農業者への通知を省略する。 

 

２．生産数量目安等を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付け方針 

出雲市水田収益力強化ビジョン等に定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し、生産者

の所得向上に資するものを第一の目的（生産意欲の向上）とし、需要に応じた生産振興を

図りながら定着に努めることとする。 

具体的には、自給率向上を目的として国の推進する麦・大豆・飼料作物並びにこれに次

ぐ土地利用型作物としてのそばについて、大規模団地化による効率的な生産規模拡大を図

る。 

また重点作物を設定しながら野菜・果樹・花木などの高収益作物推進も行っていく。 

イ 加工用米、新規需要米の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行うことに

適している場合は、加工用米又は新規需要米の生産を行うこととする。 

なお、加工用米、新規需要米の生産振興は、主食用米の需給を考慮しながら行う。 

ウ その他、必要な事項 



 
 

出雲市水田収益力強化ビジョン等に定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実行あ

る米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の生産調整方針に

従って米穀を生産する農業者、出雲地域の水田を所有する農業者が一体となった取組が必要

である。 

このため、出雲市農業再生協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造

改革の進め方について、十分議論するとともに、出雲市においても、その実現に向けて、本

方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を実施する

ことが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連施

策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 出雲市農業再生協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言、

指導 

ⅲ その他必要な情報の提供に関すること 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

 斐川地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

 ア 農業者別の生産数量目標の設定方法 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者等（以下「方針参加農業者等」とい

う。）の生産数量目標については、斐川町地域農業再生協議会（以下「地域協議会」とい

う。）での議論に基づき提供される、需要量に関する情報及び自らの販売戦略に基づき、

地域協議会で設定された農業者への配分の一般ルールに則して行うこととする。 

 イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

方針参加農業者等に対しては、生産数量目標と合わせて作付面積目標を設定する。農業

者別の生産調整目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定については、前

年度出雲広域農業共済引受基準単収に篩い（1.7～1.8㎜）下米を勘案し、地域協議会に

おける議論を踏まえ、南部地域（条件不利地域）と北部地域毎に配分基準単収を分けて設

定し使用する。 

 ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、ＪＡしまね斐川地区本部長名で生産

数量目標と作付面積目標を農業振興区長経由で農業者毎に通知することを基本とするが、

集落営農組織（協業型）等まとまりのある取り組みがある集落等については、当該集落営

農組合長等の代表者に対して、当該集落営農組織等に係る生産数量目標及び作付面積目標

の通知にとどめ、農業者へ通知を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

斐川町地域農業ビジョンに定めたように、自給率向上戦略作物である「麦・大豆」につ

いては、これまでの斐川町での取り組みを継続し、団地化による高品質化を図る。また、

土地利用型作物として取り組んでいる「ひまわり・ハトムギ」については、それぞれの持

つ多様な可能性を活用し、斐川町の産地ＰＲに繋がる品目、６次産業化に繋がる重要な作

物として振興を図る。 

園芸作物については、国の産地指定を受けている「玉葱・キャベツ」をはじめ、軽量周

年品目である「ねぎ類」を中心に、個別経営体のみならず、斐川町農業の担い手である集

落営農組織への普及を進め、各作物の維持拡大に努める。また、女性及び定年帰納者、高

齢者のスポット収入として取り組みが可能な軽量品目の導入を行いながら、継続的な園芸

栽培と品目の組合せによる周年栽培を推進する。 

イ 加工用米等の生産方針 

斐川町では麦・大豆栽培を含め、集落単位のブロックローテーションが確立されてお

り、一律的に加工用米等の配分を行うとそれへの弊害も懸念されることから、従来のよう

に転作作物生産に適さない地域等の方針参加農業者の「手上げ方式」によって加工用米等



 
 

の生産に取り組む。但し、加工用米等の生産枠を超える申込みがあった場合は、転作不適

地に優先的に配分する。なお、加工用米等の生産を行う場合には、主食用米の需給に影響

を与えないようにする。 

ウ その他必要事項 

斐川町地域農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実効ある米の

需給調整を実施するためには、本方針参加農業者等だけではなく、他の生産調整方針に従

って米穀を生産する農業者等、斐川町地域の水田を所有する農業者等が一体となった取り

組みが必要である。 

このため、地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の進

め方について十分議論するとともに、斐川町等の関係機関においても、その実現に向け

て、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を

実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米政策改革

関連施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

石見銀山地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

 ア 農業者別の生産数量目標の設定方法 

  当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、大田市農業再生協議会（以下「地域協議会」という。）での

議論に基き提供される生産調整方針作成者（以下「方針作成者」という）別の需要量に関

する情報及び自らの販売戦略等に基き、地域協議会で設定された農業者への配分の一般ル

ールに則して、地域協議会の配分計画に沿って設定する。 

 イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

   方針参加農業者に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。農業者別

の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定については、地域協

議会における議論を踏まえ、大田市が設定する配分基準単収（補正係数等による補正を行

った最終的なもの）を使用する。 

 ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

  生産数量目標及び作付目標面積の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリ

スト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基き農業者別に、

直接、方針作成者の代表者名で通知することを基本とするが、ブロックローテーション等

まとまりのある取組がある集落等については、当該集落等の代表者に対して、当該集落等

に係る生産数量目標及び作付面積目標の通知にとどめ、農業者への通知を省略する。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

 ア 水稲以外の作物等の作付方針 

   大田市農業再生協議会水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に

即し、大豆、そば、飼料作物、キャベツ、アスパラガス、白ネギ、ミニトマト、えごま、

イチゴ、メロンについて需要に応じた生産振興を図りその定着に努めることとする。 

  なお、地域の気象・土壌等の条件が適さず、需要者から評価の低い農作物については、

上記作物への転換を図ることとする。 

 イ 非主食用米の生産方針 

  土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行うことに

適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格対需要用途向けに供給することを

目的にした飼料用米・ＷＣＳ用稲の生産に取り組むこととする。なお、非主食用米の生産

を行う場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

 ウ その他、必要な事項 

   大田市農業再生協議会水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を

実現し、実効ある米の生産調整を実施するためには、本方針参加作成者だけではなく、他



 
 

の生産調整方針に従って米穀を生産する農業者、大田市の水田を所有する農業者等が一体

となった取組が必要である。 

  このため、地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の進

め方について十分議論するとともに、大田市等の関係機関においても、その実現に向け

て、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言及び指導を

実施することが必要である。 

  具体的には、 

 ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施設の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

 ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

 ⅲ その他必要な情報の提供 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

                              島根おおち地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

 ア 農業者別の生産目標数量の設定方法 

   当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」という。）

の生産数量目標については、邑南町農業再生協議会、川本町地域農業再生協議会、美郷町

農業再生協議会、江津市農業再生協議会（以下「再生協議会」という。）での議論に基づ

き提供される生産調整方針作成者（以下「方針作成者」という。）別の需要量に関する情

報及び自らの販売戦略等に基づき、各再生協議会で設定された農業者への配分の一般ルー

ルに則して設定する。 

 イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

方針参加農業者等に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。 

農業者別の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定について

は、各再生協議会における議論を踏まえ、統計の市町村別収量に補正係数を乗じて得られ

る単収を配分基準単収として使用する。 

なお、有機栽培、直播栽培等の減収を伴う特色ある米栽培を実施する場合には、水田農

業確立対策において特別調整水田カウントとして認められた栽培方法を基本としその減収

率を用いた配分基準単収とする。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリ

スト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者別

に、直接、方針作成者の代表者名で通知することを基本とするが、ブロックローテーショ

ン等まとまりのある取組みがある集落等については、当該集落等の代表者に対して、当該

集落等に係る生産数量目標及び作付面積目標の通知にとどめ、農業者への通知を省略す

る。 

 

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

各再生協議会の水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し、

白ねぎ、茄子を中心とした収益性の高い管内統一作物について、需要に応じた生産振興を

図り、その定着に努める。 

尚、不作付け水田（調整水田・保全管理）の削減を図り、作物の作付に努めるものとす

る。 

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行なうこと

に適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用用途向けに供給



 
 

することを目的とした加工用米や新規需要米（ＷＣＳ用稲、飼料用米等）の生産に取り組

むこととする。 

尚、加工用米等の生産を行う場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

各再生協議会の水田収益力強化ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現

し、実効ある米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者等だけではなく､他の

生産調整方針に従って米穀を生産する農業者等、管内の水田を所有する農業者が一体とな

った取り組みが必要である。 

このため、各再生協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の

進め方について、十分議論するとともに、各市町、農林振興センター、中国四国農政局等

の関係機関においても、その達成に向けて、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の

農業者に対して、必要な助言及び指導を実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となり需要に応じた生産を実施しない農業者等に対する、米改革関

連施策の周知徹底と需要に応じた生産の指導。 

ⅱ 各再生協議会による、地域内の生産調整方針ごとの整合性の確保に向けた助 

言、指導。 

ⅲ その他必要な情報の提供に関すること。 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

いわみ中央地区本部 

 

１．生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針 

ア 農業者別の生産数量目標の設定方法 

当該生産調整方法に従って米穀を生産する農業者等（以下、「方針参加農業者等」とい

う。）の生産数量目標については、浜田市農業再生協議会、江津市農業再生協議会（以下

「各地域協議会」という。）での議論に基き提供される生産調整方針作成者（以下「方針

作成者」という。）別の需要量に関する情報及び自らの販売戦略等に基き、各地域協議会

で設定された農業者への配分の一般ルールに則して、以下のように設定する。 

なお、有機栽培等の減収を伴う特色ある米づくりを実施する場合には、管内における慣

行栽培との収量差を考慮する。 

 

浜田市・江津市（旧桜江町除く） 

基本的には、全方針参加農業者へ一律配分を行う。 

但し、飯米農家への配慮として、全方針参加農業者へ 0.10ha（面積換算ベース）を上

限として配分する。 

 

イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

方針参加農業者に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。農業者別

の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定については、地域協

議会における議論を踏まえ、浜田市、江津市が設定する配分基準単収（補正係数等による

補正を行った最終的なもの）を使用する。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、生産調整方針に参加する農業者のリ

スト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基き農業者別に、

直接、方針作成者の代表名で通知することを基本とするが、ブロックローテーション等ま

とまりのある取組がある集落等については、当該集落等の代表者に対して、当該集落等に

係る生産数量目標及び作付面積目標の通知にとどめ、農業者への通知を省略する。 

 

２．生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

いわみ中央水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即し大豆、飼料作

物、キャベツ、タマネギ、ナス、ピオーネ等については、管内統一作物とし需要に応じた

生産振興を図り、その定着に努めることとする。   

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行うことに

適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用途向けに供給する



 
 

ことを目的にした加工用米等の生産に取組むこととする。なお、加工用米等の生産を行う

場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

 いわみ中央水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、実効のあ

る米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者等だけではなく、他の生産調整方

針に従って米穀を生産する農業者等、いわみ中央管内の水田を所有する農業者等が一体と

なった取組が必要である。 

  このため、各地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の

進め方について、十分議論するとともに、管内市、県等の関係機関においても、その達成

に向けて、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必要な助言、指

導を実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者等に対する、米改革関

連施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針の整合性の確保に向けた助言、指導 

ⅲ その他必要な情報の提供に関すること 

  



 
 

米穀の生産調整に関する方針 

 

西いわみ地区本部 

 

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の認定方針 

ア 農業者別の生産数量の目標の設定方法 

当該生産調整方針に従って米穀を生産する農業者（以下「方針参加農業者」とい

う。）の生産数量目標については、益田市、津和野町、吉賀町の各農業再生協議会（以

下「各農業再生協議会」という。）での論議に基づき提供される生産調整方針作成者

（以下「方針作成者」という。）別の需要量に関する情報及び自らの販売戦略等に基づ

き、各農業再生協議会で設定された農業者への配分ルールに則して設定する。 

イ 農業者別の作付面積目標の設定方法 

方針参加農業者に対しては、生産数量目標と併せて作付面積目標を設定する。農業者   

別の生産数量目標を作付面積目標に換算する場合の配分基準単収の設定については、各

農業再生協議会における議論を踏まえ、各市町が設定する配分基準単収（補正係数等に

よる補正を行った最終的なもの）を使用する。なお、有機栽培、特別栽培米等の減収を

伴う特色ある米栽培を実施する場合には、ＪＡ西いわみ管内における慣行栽培との収量

差を考慮した配分とする。 

ウ 農業者別の生産数量目標及び作付面積目標の通知方法 

生産数量目標及び作付面積目標の通知については、生産調整方針に参加する農業者の

リスト（以下「農業者リスト」という。）を作成し、当該農業者リストに基づき農業者

別に、直接、方針作成者の代表者名で通知することを基本とするが、ブロックローテー

ション等まとまりのある取組がある集落等については、当該集落等の代表者に対して、

当該集落等に係る生産数量目標及び作付面積目標の通知にとどめ、農業者への通知を省

略する。 

 

２．生産数量目標を達成するためにとるべき措置 

 ① 米の生産調整の方針 

ア 水稲以外の作物等の作付方針 

管内市町の水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略に即した、大豆、野

菜、地域特産品、飼料用作物等について、需要に応じた生産振興を図り、その定着に努め

ることとする。 

イ 加工用米等の生産方針 

土壌等の条件がアに定めた転作作物の生産を行うには適さず、水稲の生産を行うことに

適している場合は、主食用米等では対応しがたい低価格帯需要の加工用途向け供給するこ

とを目的にした加工用米等の生産に取り組むこととする。なお、加工用米等の生産を行う

場合には、主食用米の需給に影響を与えないようにする。 

ウ その他、必要な事項 

管内市町の水田農業ビジョンに定めた地域の特性に応じた作物戦略を実現し、 実効あ

る米の生産調整を実施するためには、本方針参加農業者だけではなく、他の生産調整方針



 
 

に従って米穀を生産する農業者、西いわみ地域の水田を所有する農業者が一体となった取

組が必要である。 

このため、地域協議会において、地域内における整合性のとれた水田農業構造改革の進

め方について十分議論するとともに、中国四国農政局、県、市町等の関係機関において

も、その実現に向けて、本方針参加農業者にとどまらず、広く地域の農業者に対して、必

要な助言及び指導を実施することが必要である。 

具体的には、 

ⅰ 関係機関が一体となった需要に応じた生産を実施しない農業者に対する、米改革関連

施策の周知徹底等を通じた需要に応じた生産の指導 

ⅱ 地域協議会による、地域内の生産調整方針間の整合性の確保に向けた助言及び指導 

ⅲ その他必要な情報の提供 

 


